
1

○
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
九
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
審
査
公
報
発
行
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

宮
里

猛

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に

順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対

応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
審
査

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
審
査

（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
同
条
に
規
定
す
る
裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
は
、

（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
同
条
に
規
定
す
る
裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
は
、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
公
報
の
掲
載
文
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
一
号
様
式

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
公
報
の
掲
載
文
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
一
号
様
式

に
よ
る
書
面
を
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
二
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
中
央
選
挙
管
理
会
が
提
供
す

に
よ
る
書
面
を
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
二
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う

る
同
様
式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

。
）
に
記
載
し
た
掲
載
文
に
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

）
を
含
む
。
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
に
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
条

掲
載
文
は
、
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

掲
載
文
は
、
黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
写
真
を
除
き
、
色
の
濃
淡
が
あ
つ
て
は

な
ら
な
い
。

第
四
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
掲
載
文
が
前
二
条
の
規
定

第
四
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
掲
載
文
が
前
二
条
の
規
定

に
違
反
す
る
と
き
、
又
は
当
該
掲
載
文
を
印
刷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の

に
違
反
す
る
と
き
、
又
は
当
該
掲
載
文
を
印
刷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
掲
載
文
を
提
出
し
た
裁

事
由
に
よ
り
印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
掲
載
文
を
提
出
し
た
裁

判
官
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

判
官
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

第
五
条

削
除

第
五
条

令
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
掲
載
文
の
写
し
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
官
か
ら

提
出
さ
れ
た
掲
載
文
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
選
挙
管
理
会
が
調
製
し
た
掲
載
文
を
写
真
製
版
に

よ
り
印
刷
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
掲
載
文
の
写
し
を
写
真
製
版
に
よ
り
印
刷
し
て
審
査
公
報
に
掲

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

２

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
は
、
既
に
提
出
し
た
掲
載
文
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

２

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
は
、
既
に
提
出
し
た
掲
載
文
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

に
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
四
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会

に
記
載
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
四
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長
に
提
出
し
な

委
員
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

別
記

別
記

第
一
号
様
式

第
一
号
様
式

審
査
公
報
掲
載
文
提
出
書

審
査
公
報
掲
載
文
提
出
書
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最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
公
報
に
掲
載
を
受
け

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
公
報
に
掲
載
を
受
け

た
い
の
で
、
別
添
の
と
お
り
掲
載
文
を
提
出
致
し
ま
す
。

た
い
の
で
、
別
紙
の
と
お
り
掲
載
文
を
提
出
致
し
ま
す
。

年

月

日

年

月

日

住

所

住

所

振
り
仮
名
を

振
り
仮
名
を

裁
判
官
氏
名

㊞

裁
判
官
氏
名

㊞

付
け
る
こ
と

付
け
る
こ
と

通
信
受
領
の
場
所
及
び
電
話
番
号

通
信
受
領
の
場
所
及
び
電
話
番
号

中
央
選
挙
管

中
央
選
挙
管

氏

名
宛

氏

名
宛

理
会
委
員
長

理
会
委
員
長

第
二
号
様
式

第
二
号
様
式

審
査
公
報
掲

載
文
原
稿

用
紙

審
査

公
報
掲

載
文
原
稿

用
紙

受
付

年
月
日

年
月

日
受
付

年
月
日

年
月

日

［

］

［

］

図
略

図
同

左

裁
判
官

氏
名

裁
判

官
氏

名

備
考

備
考

１
掲
載

文
は

原
稿

用
紙
の
黒

枠
内
に
記

載
し

又
は

記
録
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿
用

紙
の
黒

枠
内
に
記

載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

第
四
号
様
式

第
四
号
様
式

審
査
公
報
掲
載
文
修
正
申
請
書

審
査
公
報
掲
載
文
修
正
申
請
書

年

月

日
提
出
し
た
審
査
公
報
の
掲
載
文
を
別
添
の
と
お
り
修
正
し
た
い
の
で
申
請
致
し
ま
す
。

年

月

日
提
出
し
た
審
査
公
報
の
掲
載
文
を
別
紙
の
と
お
り
修
正
し
た
い
の
で
申
請
致
し
ま
す
。

年

月

日

年

月

日

住

所

住

所

振
り
仮
名
を

振
り
仮
名
を

裁
判
官
氏
名

㊞

裁
判
官
氏
名

㊞

付
け
る
こ
と

付
け
る
こ
と

中
央
選
挙
管

中
央
選
挙
管

氏

名
宛

氏

名
宛

理
会
委
員
長

理
会
委
員
長

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
審
査
公
報
発
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後

そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ

る
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



1

○
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

宮
里

猛

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に

順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対

応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



2

改

正

後

改

正

前

第
二
章

選
挙
公
報
の
発
行

第
二
章

選
挙
公
報
の
発
行

（
掲
載
の
申
請
）

（
掲
載
の
申
請
）

第
三
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
法
第
百
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

第
三
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
法
第
百
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
別
記
第
二
号
様
式
の
申
請
書
に
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
三
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
中
央
選
挙

、
別
記
第
二
号
様
式
の
申
請
書
に
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
三
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
以
下
「
原

管
理
会
が
提
供
す
る
同
様
式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
を
添
え

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
掲
載
文
の
色
）

（
掲
載
文
の
色
）

第
四
条

掲
載
文
は
、
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

掲
載
文
は
、
黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
写
真
を
除
き
、
色
の
濃
淡
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
名
称
及
び
略
称
の
記
載
）

（
名
称
及
び
略
称
の
記
載
）

第
五
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
掲
載
文
に
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
を
記
載
し

第
五
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
掲
載
文
に
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
を
記
載
し

、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
等
の
面
積
制
限
）

（
図
等
の
面
積
制
限
）

第
六
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
、
掲
載
文
に
図
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
を
記
載
し
、

第
六
条

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
、
掲
載
文
に
図
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
を
記
載
し
よ

又
は
記
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
面
積
の
合
計
面
積
は
、
当
該
参
議
院
名

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
面
積
の
合
計
面
積
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

簿
届
出
政
党
等
が
原
稿
用
紙
に
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
お
お
む
ね
二
分
の

が
原
稿
用
紙
に
掲
載
文
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
写
真
の
掲
載
）

（
写
真
の
掲
載
）

第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
同
上]

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
写
真
は
、
第
三
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
原
稿
用
紙

３

第
一
項
の
写
真
は
、
第
三
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
た
原
稿
用
紙
に
は
り
付
け
て

に
貼
り
付
け
、
又
は
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
写
真
の
裏
面
及
び
当
該
原
稿
用
紙
上
の
写
真
を
は

付
す
る
と
き
は
、
当
該
写
真
の
裏
面
及
び
当
該
原
稿
用
紙
上
の
写
真
を
貼
り
付
け
る
場
所
に
、
あ
ら
か
じ
め
当

り
付
け
る
場
所
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
写
真
に
係
る
者
の
氏
名
及
び
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又

該
写
真
に
係
る
者
の
氏
名
及
び
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば

は
略
称
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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（
掲
載
文
の
訂
正
）

（
掲
載
文
の
訂
正
）

第
九
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
掲
載
文
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
、

第
九
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
掲
載
文
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
、

又
は
次
条
の
規
定
に
よ
つ
て
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

又
は
次
条
の
規
定
に
よ
つ
て
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

等
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
選
挙
公
報
の
印
刷
）

第
十
条

削
除

第
十
条

法
第
百
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
掲
載
文
の
写
し
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
参
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
掲
載
文
を
写
真
製
版
に
よ
り
印
刷
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
掲
載
文
の
写
し
を
写
真
製
版
に
よ
り
印
刷
し
て
選
挙
公
報
に
掲

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
載
の
申
請
の
撤
回
等
）

（
掲
載
の
申
請
の
撤
回
等
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上]

２

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
三
条
第
一
項
の
申
請
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

２

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
三
条
第
一
項
の
申
請
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

に
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
五
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会

に
記
載
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
五
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

別
記

別
記

第
二
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
申
請
書
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

第
二
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
申
請
書
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

選
挙
公

報
掲
載
申
請

書
選

挙
公

報
掲

載
申

請
書

何
年
何
月
何

日
執
行
の

参
議
院
比
例

代
表
選
出

議
員
の
選

挙
に
お
い
て

公
職
選

挙
法

第
条

第
３

項
の

規
定

何
年

何
月

何
日

執
行

の
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員
の

選
挙

に
お
い

て
公
職
選

挙
法

第
条

第
３
項
の

規
定

1
6
8

16
8

、
、

に
よ

て
選
挙
公

報
の
掲
載

を
受
け
た

い
の
で

下
記
の
と
お

り
申
請
し
ま

す
に

よ
て

選
挙

公
報

の
掲

載
を
受

け
た

い
の

で
下

記
の
と

お
り

申
請
し

ま
す

っ
、

。
っ

、
。

何
年
何
月

何
日

何
年

何
月

何
日

政
党
そ
の
他
の

政
治
団
体

の
名
称

政
党

そ
の
他

の
政
治
団

体
の

名
称

本
部
の

所
在
地

本
部

の
所

在
地

代
表
者
の

氏
名

印
代

表
者
の

氏
名

印

中
央

選
挙
管
理

会
委
員
長

氏
名

あ
て

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記
記

１
掲
載
文

別
添
の

と
お
り

１
掲

載
文

別
紙

の
と
お

り

１
選
挙
公
報
担

当
責
任
者

の
氏
名

連
絡
場
所
及

び
電
話
番

号
１

選
挙

公
報

担
当

責
任
者

の
氏
名

連
絡
場
所

及
び
電
話
番

号
、

、

１
参
議

院
名
簿
登

載
者
の
数

人
１

参
議

院
名

簿
登

載
者
の

数
人

１
選
挙
公
報

の
掲
載
寸

法
１

ペ
ジ
の

／
４

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

ー
ー

第
三
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

第
三
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

そ
の

１
参
議

院
名
簿
登
載

者
の
数
が

１
人
か
ら

８
人
ま
で
の

場
合

そ
の

１
参

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
が

１
人

か
ら

８
人
ま

で
の

場
合



4

参
議

院
比
例
代

表
選
出
議
員

選
挙

参
議

院
比
例
代

表
選

出
議

員
選
挙

選
挙
公
報

掲
載
文
原

稿
用
紙

選
挙
公

報
掲
載
文
原

稿
用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ

の
他
の
政

治
団
体
の

名
称

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

代
表
者
の

氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙
公
報
担
当

責
任
者
の

氏
名

連
絡

場
所
及
び

電
話
番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡
場
所

及
び

電
話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載
文
は

原
稿
用
紙

の
黒
枠
内

に
記
載
し

又
は
記
録

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿

用
紙

の
黒
枠
内

に
記
載
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

、
、

。
、

。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

そ
の
２

参
議
院

名
簿
登
載

者
の
数
が
９

人
か
ら

人
ま
で
の
場

合
そ

の
２

参
議

院
名

簿
登

載
者
の

数
が
９

人
か
ら

人
ま

で
の

場
合

1
6

1
6

参
議
院
比

例
代
表
選
出

議
員
選
挙

参
議
院
比

例
代
表
選

出
議

員
選
挙

選
挙

公
報
掲
載

文
原
稿
用

紙
選

挙
公
報
掲
載

文
原

稿
用

紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ
の
他

の
政
治
団

体
の
名
称

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名
称

代
表

者
の
氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙
公
報

担
当
責
任

者
の
氏
名

連
絡
場
所

及
び
電
話

番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡

場
所

及
び
電

話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載

文
は

原
稿

用
紙
の
黒

枠
内
に
記
載

し
又
は

記
録
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿

用
紙
の

黒
枠
内

に
記

載
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

そ
の
３

参
議
院
名
簿

登
載
者
の
数

が
人
か

ら
人
ま

で
の
場
合

そ
の

３
参

議
院

名
簿

登
載

者
の
数

が
人
か

ら
人
ま

で
の
場

合
1
7

2
4

17
2
4

参
議

院
比
例
代
表

選
出
議
員

選
挙

参
議

院
比

例
代

表
選
出

議
員

選
挙

選
挙
公
報

掲
載
文
原

稿
用
紙

選
挙

公
報

掲
載
文
原

稿
用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ

の
他
の
政

治
団
体
の
名

称
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙

公
報
担
当

責
任
者
の
氏

名
連
絡

場
所
及
び

電
話
番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡

場
所

及
び

電
話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載
文
は

原
稿
用
紙

の
黒
枠
内

に
記
載
し

又
は
記
録

し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

１
掲

載
文

は
原

稿
用

紙
の
黒

枠
内

に
記
載
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］
２

略
２

同
左

そ
の
４

参
議
院

名
簿
登
載
者

の
数
が

人
以
上
の

場
合

そ
の

４
参

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
が

人
以
上
の

場
合

2
5

2
5

参
議
院
比
例

代
表
選
出

議
員
選
挙

参
議
院
比

例
代
表
選
出

議
員
選
挙

選
挙

公
報
掲
載

文
原
稿
用
紙

選
挙

公
報

掲
載

文
原
稿

用
紙
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［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ
の

他
の
政
治

団
体
の
名

称
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体
の
名

称

代
表
者
の
氏

名
代

表
者

の
氏

名

選
挙
公

報
担
当
責

任
者
の
氏

名
連
絡
場

所
及
び
電

話
番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡

場
所

及
び
電

話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲

載
文
は

原
稿
用
紙
の

黒
枠
内
に

記
載
し

又
は
記
録
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

１
掲

載
文

は
原

稿
用

紙
の

黒
枠

内
に

記
載
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

第
五
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
修
正
申
請
書
の
様
式
）
（
第
十
一
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
修
正
申
請
書
の
様
式
）
（
第
十
一
条
関
係
）

選
挙
公
報
掲

載
修
正
申
請

書
選

挙
公

報
掲

載
修
正

申
請

書

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
公

報
の

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
参

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
公

報
の

掲
載
の
申

請
を
修
正
し

た
い
の
で

下
記
の

と
お
り
申
請

し
ま
す

掲
載

の
申

請
を

修
正

し
た

い
の

で
下

記
の

と
お
り
申
請

し
ま
す

、
。

、
。

何
年

何
月
何
日

何
年

何
月

何
日

政
党
そ

の
他
の
政
治

団
体
の
名

称
政

党
そ

の
他
の

政
治
団

体
の
名

称

本
部
の
所
在

地
本

部
の

所
在

地

代
表

者
の
氏
名

印
代

表
者

の
氏
名

印

中
央
選
挙

管
理
会
委

員
長

氏
名

あ
て

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記
記

１
掲

載
文

別
添
の
と
お

り
１

掲
載

文
別

紙
の

と
お

り

１
選
挙

公
報
担
当
責

任
者
の
氏

名
連
絡
場

所
及
び
電

話
番
号

１
選

挙
公

報
担

当
責

任
者
の
氏

名
連
絡

場
所
及
び
電

話
番
号

、
、

１
参
議
院
名

簿
登
載
者

の
数

人
１

参
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

人

１
選

挙
公
報
の
掲

載
寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

ー
ー

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
執
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以

後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



1

○
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

選
挙
執
行
規
程
（
平
成
六
年
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

宮
里

猛

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に

順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対

応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



2

改

正

後

改

正

前

（
掲
載
の
申
請
）

（
掲
載
の
申
請
）

第
六
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

第
六
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
別
記
第
四
号
様
式
の
申
請
書
に
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
五
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
中
央
選
挙

、
別
記
第
四
号
様
式
の
申
請
書
に
中
央
選
挙
管
理
会
の
交
付
す
る
別
記
第
五
号
様
式
の
原
稿
用
紙
（
以
下
「
原

管
理
会
が
提
供
す
る
同
様
式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
を
添
え

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
掲
載
文
の
色
）

（
掲
載
文
の
色
）

第
七
条

掲
載
文
は
、
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

掲
載
文
は
、
黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
写
真
を
除
き
、
色
の
濃
淡
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
名
称
及
び
略
称
の
記
載
）

（
名
称
及
び
略
称
の
記
載
）

第
八
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
掲
載
文
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
を
記
載
し

第
八
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
掲
載
文
に
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
を
記
載
し

、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
等
の
面
積
制
限
）

（
図
等
の
面
積
制
限
）

第
九
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
、
掲
載
文
に
図
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
を
記
載
し
、

第
九
条

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
、
掲
載
文
に
図
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
を
記
載
し
よ

又
は
記
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
面
積
の
合
計
面
積
は
、
当
該
衆
議
院
名

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
係
る
面
積
の
合
計
面
積
は
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

簿
届
出
政
党
等
が
原
稿
用
紙
に
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
お
お
む
ね
二
分
の

が
原
稿
用
紙
に
掲
載
文
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
写
真
の
掲
載
）

（
写
真
の
掲
載
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
写
真
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
原
稿
用
紙

３

第
一
項
の
写
真
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
た
原
稿
用
紙
に
は
り
付
け
て

に
貼
り
付
け
、
又
は
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
写
真
の
裏
面
及
び
当
該
原
稿
用
紙
上
の
写
真
を
は

付
す
る
と
き
は
、
当
該
写
真
の
裏
面
及
び
当
該
原
稿
用
紙
上
の
写
真
を
貼
り
付
け
る
場
所
に
、
あ
ら
か
じ
め
当

り
付
け
る
場
所
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
写
真
に
係
る
者
の
氏
名
及
び
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又

該
写
真
に
係
る
者
の
氏
名
及
び
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば

は
略
称
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
掲
載
文
の
訂
正
）

（
掲
載
文
の
訂
正
）



3

第
十
二
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
掲
載
文
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

第
十
二
条

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
掲
載
文
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

、
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
っ
て
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ

、
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
っ
て
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政

り
印
刷
が
著
し
く
不
鮮
明
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

党
等
に
対
し
、
掲
載
文
の
記
載
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
選
挙
公
報
の
印
刷
）

第
十
三
条

削
除

第
十
三
条

法
第
百
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
掲
載
文
の
写
し
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
掲
載
文
を
写
真
製
版
に
よ
り
印
刷
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
掲
載
文
の
写
し
を
写
真
製
版
に
よ
り
印
刷
し
て
選
挙
公
報
に
掲

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
載
の
申
請
の
撤
回
等
）

（
掲
載
の
申
請
の
撤
回
等
）

第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
同
上
］

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
第
六
条
第
一
項
の
申
請
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
稿
用
紙
に
新
た

に
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
七
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会

に
記
載
し
直
し
た
掲
載
文
を
添
え
て
、
別
記
第
七
号
様
式
の
申
請
書
を
中
央
選
挙
管
理
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

別
記

別
記

第
四
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
申
請
書
の
様
式
）
（
第
六
条
関
係
）

第
四
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
申
請
書
の
様
式
）
（
第
六
条
関
係
）

選
挙

公
報
掲
載

申
請
書

選
挙
公
報
掲
載

申
請
書

何
年
何

月
何
日
執
行

の
衆
議
院

比
例
代
表

選
出
議
員
選

挙
何
選
挙

区
に
お
い
て

公
職

選
挙

法
第

条
第

２
項

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出
議
員
選

挙
何
選
挙

区
に

お
い

て
公
職
選

挙
法
第

条
第

２
項

16
8

1
68

、
、

の
規
定
に
よ

て
選
挙

公
報
の
掲
載

を
受
け
た

い
の
で

下
記
の
と
お

り
申
請
し

ま
す

の
規

定
に

よ
て

選
挙

公
報

の
掲
載

を
受
け
た

い
の
で

下
記
の
と
お

り
申
請
し

ま
す

っ
、

。
っ

、
。

何
年

何
月
何
日

何
年

何
月

何
日

政
党
そ
の

他
の
政
治

団
体
の
名
称

政
党
そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

本
部
の
所
在
地

本
部

の
所
在

地

代
表
者

の
氏
名

印
代

表
者

の
氏
名

印

中
央
選
挙

管
理
会
委
員

長
氏

名
あ
て

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記
記

１
掲

載
文

別
添

の
と
お
り

１
掲

載
文

別
紙

の
と

お
り

１
選
挙
公

報
担
当
責

任
者
の
氏
名

連
絡
場

所
及
び
電
話

番
号

１
選

挙
公

報
担

当
責

任
者

の
氏
名

連
絡
場

所
及
び

電
話

番
号

、
、

１
衆
議
院
名
簿

登
載
者
の

数
人

１
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
人

１
選
挙

公
報
の
掲

載
寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

ー
ー

第
五
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
の
様
式
）
（
第
六
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
の
様
式
）
（
第
六
条
関
係
）

そ
の
１

衆
議
院
名
簿

登
載
者
の

数
が
１
人
か

ら
９
人
ま

で
の
場
合

そ
の

１
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の

数
が

１
人
か

ら
９
人
ま

で
の

場
合

衆
議

院
比
例
代

表
選
出
議
員

選
挙

選
挙
区

衆
議

院
比

例
代

表
選

出
議

員
選
挙

選
挙
区
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選
挙

公
報
掲
載

文
原
稿
用
紙

選
挙

公
報

掲
載

文
原
稿

用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体

の
名
称

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名
称

代
表
者

の
氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙
公
報

担
当
責
任
者

の
氏
名

連
絡
場
所

及
び
電
話
番

号
選

挙
公

報
担

当
責

任
者

の
氏
名

連
絡
場

所
及
び
電
話

番
号

、
、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載
文

は
原
稿

用
紙
の
黒
枠

内
に
記
載

し
又
は

記
録
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿

用
紙

の
黒

枠
内
に
記
載

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

そ
の
２

衆
議
院
名
簿
登

載
者
の
数

が
人
か

ら
人
ま
で

の
場
合

そ
の

２
衆

議
院

名
簿

登
載

者
の
数

が
人
か

ら
人
ま
で

の
場

合
1
0

1
8

1
0

1
8

衆
議
院

比
例
代
表

選
出
議
員

選
挙

選
挙

区
衆

議
院

比
例

代
表

選
出
議
員

選
挙

選
挙

区

選
挙
公
報

掲
載
文
原
稿

用
紙

選
挙

公
報

掲
載

文
原

稿
用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ

の
他
の
政
治

団
体
の
名

称
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体
の
名

称

代
表
者
の
氏

名
代

表
者

の
氏

名

選
挙

公
報
担
当
責

任
者
の
氏

名
連
絡

場
所
及
び
電

話
番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡

場
所

及
び

電
話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲

載
文
は

原
稿
用
紙

の
黒
枠
内
に

記
載
し

又
は
記
録
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

１
掲

載
文

は
原

稿
用

紙
の
黒

枠
内
に

記
載
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
、

、
。

、
。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

そ
の
３

衆
議
院
名

簿
登
載
者

の
数
が

人
か
ら

人
ま
で
の
場

合
そ

の
３

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数
が

人
か
ら

人
ま
で
の

場
合

19
27

1
9

27

衆
議
院
比
例

代
表
選
出

議
員
選
挙

選
挙
区

衆
議

院
比

例
代
表

選
出

議
員

選
挙

選
挙

区

選
挙

公
報
掲
載
文

原
稿
用

紙
選

挙
公

報
掲

載
文

原
稿
用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左

政
党
そ
の
他
の

政
治
団
体

の
名
称

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名
称

代
表
者

の
氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙
公
報

担
当
責
任
者

の
氏
名

連
絡
場
所
及

び
電
話
番

号
選

挙
公

報
担

当
責

任
者

の
氏
名

連
絡
場

所
及
び
電
話

番
号

、
、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載
文

は
原
稿

用
紙
の
黒
枠

内
に
記
載

し
又
は
記

録
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿

用
紙

の
黒
枠

内
に
記
載

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

、
、

。
、

。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

そ
の
４

衆
議

院
名
簿
登

載
者
の
数

が
人
以
上

の
場
合

そ
の

４
衆

議
院

名
簿

登
載
者

の
数

が
人

以
上

の
場
合

2
8

2
8

衆
議
院

比
例
代
表

選
出
議
員
選

挙
選
挙

区
衆

議
院

比
例

代
表

選
出
議
員

選
挙

選
挙

区

選
挙
公
報
掲

載
文
原
稿

用
紙

選
挙

公
報

掲
載

文
原
稿

用
紙

［

］

［

］

図
略

図
同

左
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政
党

そ
の
他
の

政
治
団
体
の

名
称

政
党

そ
の

他
の

政
治

団
体

の
名

称

代
表
者
の

氏
名

代
表

者
の

氏
名

選
挙
公
報
担

当
責
任
者
の

氏
名

連
絡
場
所
及

び
電
話
番
号

選
挙

公
報

担
当

責
任

者
の

氏
名

連
絡
場
所

及
び
電
話
番

号
、

、

電
話

局
番

電
話

局
番

（

）

（

）

備
考

備
考

１
掲
載
文
は

原
稿
用

紙
の
黒
枠
内

に
記
載
し

又
は
記

録
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
１

掲
載

文
は

原
稿

用
紙
の

黒
枠

内
に

記
載
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

、
、

。
、

。

［

］

［

］

２
略

２
同

左

第
七
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
修
正
申
請
書
の
様
式
）
（
第
十
四
条
関
係
）

第
七
号
様
式
（
選
挙
公
報
掲
載
修
正
申
請
書
の
様
式
）
（
第
十
四
条
関
係
）

選
挙
公
報

掲
載
修
正

申
請
書

選
挙
公

報
掲
載
修
正

申
請
書

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

選
挙

何
選

挙
区

に
お

け
る

選
挙

何
年

何
月

何
日

提
出

し
た

何
年

何
月

何
日

執
行

の
衆

議
院

比
例

代
表

選
出

議
員

選
挙

何
選

挙
区

に
お

け
る

選
挙

公
報
の

掲
載
の
申

請
を
修
正

し
た
い
の
で

下
記
の

と
お
り
申
請

し
ま
す

公
報

の
掲

載
の

申
請

を
修

正
し
た

い
の
で

下
記
の

と
お
り

申
請

し
ま
す

、
。

、
。

何
年
何
月

何
日

何
年

何
月

何
日

政
党

そ
の
他
の

政
治
団
体

の
名
称

政
党
そ
の

他
の

政
治
団
体

の
名

称

本
部
の

所
在
地

本
部

の
所
在

地

代
表
者
の
氏

名
印

代
表
者
の

氏
名

印

中
央

選
挙
管
理
会

委
員
長

氏
名

あ
て

中
央

選
挙

管
理

会
委

員
長

氏
名

あ
て

記
記

１
掲
載
文

別
添
の
と

お
り

１
掲

載
文

別
紙

の
と

お
り

１
選

挙
公
報
担

当
責
任
者

の
氏
名

連
絡
場
所
及

び
電
話
番
号

１
選

挙
公

報
担

当
責

任
者

の
氏

名
連

絡
場
所
及

び
電
話

番
号

、
、

１
衆
議

院
名
簿
登
載

者
の
数

人
１

衆
議

院
名

簿
登

載
者

の
数

人

１
選
挙
公
報

の
掲
載
寸

法
１
ペ

ジ
の

／
４

１
選

挙
公

報
の

掲
載

寸
法

１
ペ

ジ
の

／
４

ー
ー

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
執
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以

後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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